
令和３年度

監査指摘事項等に対する措置状況

（財政支援団体監査）

令和4年5月31日現在



ページ 財政援助団体等名（担当課等名）

1 公益社団法人西都市シルバー人材センター（福祉事務所） 西都市シルバー人材センター運営費補助金

関係備品

２ 公益社団法人西都市シルバー人材センター（市民課） 学習等供用施設あいそめ館指定管理料

関係備品

３ 一般社団法人西都市観光協会（商工観光課） 西都市観光協会補助金

西都原ガイダンスセンター指定管理料

※　指摘事項等を次のとおり区分して当局に通知しています。

　○ 指摘事項 ･･･ 事務改善等が必要な案件に対する指摘

　○ 注意事項 ･･･ 簡易な間違いなどに対する注意

　○ 意見・要望事項 ･･･ 行政運営等に対する意見・要望

※　当局から報告された措置状況等は、令和４年５月31日現在です。

監　査　対　象

目　　　次



市民課、福祉事務所

監査実施日 令和4年2月18日 指摘対象 福祉事務所

財政支援団体等名 公益社団法人西都市シルバー人材センター 担当課等名

　廃棄処分の方法について、関係機関と協議し決定します。指摘事項

措置状況等指摘事項等

　利用されていないマッサージ機については、適正に処分されたい。

－1－



－2－

　おしらせ４月１日号にて「あいそめ館の利用について」の記事を掲
載しました。

　業務全体の収支が分かる決算書の提出について指導を行いました。指摘事項

　あいそめ館の指定管理事業報告書において、収入である指定管理料
と支出経費が同額の収支決算となっていた。業務全体の収支がわかる
決算書を求められたい。

意見・要望事項

　あいそめ館については、市民が無償で利用できる施設であるが、利
用者が少なく、十分活用が図られていない。広く広報し、その改善を
図られたい。

措置状況等指摘事項等

財政支援団体等名 公益社団法人西都市シルバー人材センター 担当課等名

監査実施日 令和4年2月18日 指摘対象 市民課

市民課、福祉事務所



監査実施日 令和4年2月24日 指摘対象 商工観光課

商工観光課財政支援団体等名 一般社団法人西都市観光協会 担当課等名

　令和４年度分から指定管理に関する事業報告書に改めるよう指導を
行いました。

指摘事項

　西都原ガイダンスセンターこのはな館の指定管理事業報告書におい
て、その提出書類が観光協会の定時社員総会冊子となっていた。事業
報告書は、観光協会全体の事業報告及び決算ではなく、指定管理に関
するものを別途求められたい。

措置状況等指摘事項等

－3－


